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一
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
六
月
八
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
九
月
二
日
ま
で
の
間
に
内
閣
官
房
長
官
へ
支
出
さ
れ
た
内
閣
官
房
報
償
費

は
、
十
五
億
三
千
万
円
で
あ
る
。
な
お
、
同
年
四
月
に
未
使
用
額
と
し
て
九
十
一
万
三
千
八
十
二
円
が
国
庫
に
返
納
さ
れ
て

い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

野
田
内
閣
と
し
て
は
、
内
閣
官
房
報
償
費
の
取
扱
責
任
者
で
あ
る
内
閣
官
房
長
官
が
、
責
任
を
持
っ
て
こ
れ
を
執
行
し
、

そ
の
使
途
等
を
検
証
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
内
閣
官
房
報
償
費
の
透
明
性
の
確
保
を
図
る
方
策
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中
で

今
後
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。


